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平成28年 教育委員会第20回定例会 会議録 

 

  日 時  平成28年11月22日（火）        午後３時07分～午後３時54分 

  場 所  教育委員会室 

 

議事日程 

第 １ 議案 

    【子ども総務課】 

    （１）『議案第42号』幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例 

第 ２ 協議 

【指導課】 

    （１）千代田区立九段中等教育学校特別教育職員任用手続に関する規則の一

部を改正する規則 

第 ３ 報告 

    【子ども総務課】 

    （１）区議会第４回定例会の報告（区長招集挨拶等） 

第 ４ その他 

    【子ども総務課】 

    （１）教育委員会行事予定表 

    （２）広報千代田（12月５日号）掲載事項 

    【指導課】 

    （１）いじめ、不登校、適応指導教室の利用状況等（平成28年10月） 

    （２）国内都市派遣研修の報告 

 

 出席委員（４名） 

 教育委員長  中川 典子 

 教育委員長職務代理者  古川 紀子 

 教育委員  金丸 精孝 

 教育長  島崎 友四郎 

 

 出席職員（10名） 

 子ども部長  保科 彰吾 

 子ども総務課長事務取扱 

 子ども部参事 

 

村木 久人 

 副参事（特命担当）  大井 良彦 

 子ども支援課長  加藤 伸昭 

 子育て推進課長  土谷 吉夫 

 児童・家庭支援センター所長  新井 玉江 
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 子ども施設課長  小池 正敏 

 学務課長  柳  晃一 

 指導課長  杉浦 伸一 

 指導課 統括指導主事  高橋 美香 

 

 欠席委員（０名） 

 

 欠席職員（１名） 

 教育担当部長  小川 賢太郎 

 

 書記（２名） 

 総務係長  久保 俊一 

 総務係員  飯島 容子 

 

中川委員長   開会に先立ち、傍聴者から傍聴申請があった場合は、傍聴を許可すること

としますので、ご了承ください。 

 ただいまから平成28年教育委員会第20回定例会を開会します。 

 本日、小川教育担当部長は欠席です。 

 今回の署名委員は古川委員にお願いいたします。 

古 川 委 員  承知しました。 

 

◎日程第１ 議案 

 子ども総務課 

     （１）『議案第42号』幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例 

 

中川委員長   日程第１、議案に入ります。 

 議案第42号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、子ども総務課長より説明をお願いいたします。 

子ども総務課長  それでは、議案第42号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてご説明いたします。 

 こちらにつきましては、本日、資料、議案第42号というもの、左肩ホチキ

スどめのもの、それから「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて」という、同じく左肩ホチキスどめのもの、この２つを用意してござ

います。 

 本日は２つ目の「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正につい

て」という、こちらの資料をもとにご説明させていただきます。 

 こちらは、１の改正趣旨のところにございますように、平成28年の特別区

人事委員会勧告を踏まえた、職員の給与水準を社会経済情勢の変化に対応し
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た内容に改めるものでございます。特別区人事委員会勧告の内容につきまし

ては、10月25日の第18回定例会におきまして、指導課長のほうからご説明さ

せていただいたとおりでございますので、本日その内容についてのご説明は

省略させていただきます。 

 改正の概要といたしまして、下の表にございますように、まず、給与につ

きまして、公民較差の解消に伴いまして、給与月額の引き上げを行う。この

ため、給料表の改定を行うものでございます。 

 それから、２番といたしまして、勤勉手当、こちらの一般職員及び管理職

員の勤勉手当の支給月数の改正を行うものでございます。こちらにつきまし

ては、平成28年の12月１日から適用となります。したがいまして、下の改正

後、少し太枠で囲ってあるところにございますように、12月期の勤勉手当の

支給月数、こちらのほうが平成28年の12月支給分から変更になるというもの

でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、裏面に２条関係でございまして、同じく勤

勉手当についてでございます。こちらは、平成29年度、来年度の勤勉手当の

支給月数についての改正でございます。一般職員の場合ですが、来年度につ

きましては、12月期0.95を0.9、それから６月期につきましても0.9となりま

して、トータルでの1.8カ月、これについての変更はございません。 

 こちらの改正につきましては以上でございます。 

 こちらの条例、公布の日からの施行でございますが、給料表の改正につき

ましては平成28年４月１日から適用、それから平成28年度の12月期の勤勉手

当の変更につきましては28年12月１日から、それから平成29年度の勤勉手当

の変更につきましては29年４月１日から、それぞれ施行ということになりま

す。 

 こちらの改正条例を、現在開会されております第４回区議会定例会のほう

に提出していただくように依頼したいと考えてございます。 

 ご説明は以上です。 

中川委員長  はい。説明が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたらお願いいた

します。 

 よろしいですか。 

 （な し） 

中川委員長   特にないようですので、採決いたします。 

 議案第42号について、賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

中川委員長   全員賛成につき、議案第42号を決定することとします。 

子ども総務課長  それでは、議案第42号につきましては、後日、千代田区長より地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、教育委員会に意見聴

取がある予定です。内容趣旨に相違がない場合には、教育委員会として異議

のない旨の回答をすることを事前にご承認をお願いいたします。 

中川委員長   はい。よろしいですね。 
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 （異議なし） 

中川委員長   それでは、承認いたしました。 

 

◎日程第２ 協議 

指導課 

     （１）千代田区立九段中等教育学校特別教育職員任用手続に関する規則の

一部を改正する規則 

 

中川委員長   それでは、日程第２、協議に入ります。 

 千代田区立九段中等教育学校特別教育職員任用手続に関する規則の一部を

改正する規則について、指導課長より説明をお願いいたします。 

指 導 課 長  千代田区立九段中等教育学校特別教育職員任用手続に関する規則の一部改

正についてご説明申し上げます。 

 改正理由といたしましては、九段中等教育学校に在籍する特別教育職員の

特区特別免許状の更新手続について所要の規定を整備するものでございま

す。 

 改正の概要としましては、都の規定を準用しながら、免許更新手続を受け

られるよう規定するものでございます。 

 新旧対照表につきましては、２枚目の資料のとおりでございます。 

 構造改革特別区区域法に基づく免許更新についての経緯について、簡単に

ご説明申し上げます。 

 構造改革特区によりまして、千代田区として授与することが認められた数

学と英語の教員免許について、免許更新の年限が近づいたために、所要の規

定を整備するものでございます。 

 更新対象者は、九段中等教育学校所属の英語科教員１名のみでございま

す。 

 なお、構造改革特区とは、小泉政権時のいわゆる規制緩和に関する国の政

策の１つでございまして、地域の特性に応じて規制の特例措置を受けられる

地域を設けまして、地方公共団体がその特例を推進することで、地域活性化

を図る趣旨のものでございます。 

 また、この免許更新制は、平成21年度４月から、これは全国の教員に対し

て、その時々で求められる教員としての必要な資質、能力が保持されるよう

に、定期的に最新の知識、技術を身につける必要があるということで、教員

がいつの時代においても自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の信頼を得る

ことを目的として制定されたものでございます。 

 この制度が、今、全国で実施されておりますが、構造改革特区の特別教育

職員につきましては、別途法律で規定するために今回こうした申請をするも

のでございます。 

 ちなみに、この教諭に関しましては、採用が平成20年４月１日採用でござ

いますので、この10年が過ぎます平成30年には更新制度を終了していなけれ
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ばいけないということで、今回その準備が始まるこの時期に申請をさせてい

ただきます。 

 報告は以上でございます。 

中川委員長   はい。説明が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたらお願いいた

します。 

 金丸委員。 

金 丸 委 員  ちょっと教えていただきたいんですけど、この教諭は、要するに一般の教

員免許を持っていないで、千代田区がそれだけの能力を持っているというふ

うに認定して免許を与えた。その免許の期間が10年だというふうに理解すれ

ばよろしいんですか。 

指 導 課 長  はい。そのとおりでございます。 

中川委員長   よろしいですか。 

金 丸 委 員  ありがとうございます。はい。 

中川委員長   ほかはいかがでしょうか。 

 （な し） 

中川委員長   それでは、特にないようですので、この件に関しましては、改めて議案と

して提出し、決定することといたします。 

 

◎日程第３ 報告 

     子ども総務課 

     （１）区議会第４回定例会の報告（区長招集挨拶等） 

 

中川委員長   日程第３、報告に入ります。 

 区議会第４回定例会の報告について、子ども総務課長より説明をお願いい

たします。 

子ども総務課長  それでは、子ども総務課からの報告事項、区議会第４回定例会の報告につ

いてご説明いたします。 

 本日、資料は３点ご用意してございます。１点目、「平成28年第四回千代

田区議会定例会区長招集挨拶」という、縦書きのもの。それから、２点目、

「平成28年第４回区議会定例会発言通告書（総括表）」という、こちら、Ａ

４横のものでございます。それから、もう一つ、「平成28年第４回千代田区

議会定例会日程（案）」という日程表。以上の３点を資料としておつけして

ございます。 

 初めに、縦書きの資料、「平成28年第四回千代田区議会定例会区長招集挨

拶」でございます。 

 こちら、子育て関係の内容といたしましては、１枚おめくりいただいた２

ページ目から４ページ目にかけてになります。こちらにおきまして、今回

は、妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援ということで、区長のほ

うから話があったところでございます。内容につきましては、こちらの資料

のほうをご確認いただきたいと思います。 
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 次に、「平成28年第４回区議会定例会発言通告書（総括表）」のほうをご

らんいただきたいと思います。こちらは、今定例会におきます代表質問、一

般質問の発言通告の内容でございます。教育、子育て関係の質問につきまし

ては、網掛けをしておりますので、そちらのほうをご確認いただきたいと思

います。 

 初めに、２番目、たかざわ議員のほうから、幼稚園の適正規模ということ

で質問が来てございます。 

 それから、次のページに行きまして、３番、木村議員のほうから、こち

ら、石川区政の行財政構造改革とございますが、教育の内容といたしまして

は、発言要旨のところにございますように、区独自の給付型奨学金の創設と

いうことについての質問でございます。 

 それから、３ページ目に行きまして、４番目、小枝議員から、復興小学校

の史料と建築資料の取りまとめについてということで質問がございます。 

 それから、次に４ページ目、米田議員から、2020年東京オリンピック・パ

ラリンピックに関しまして、オリンピック・パラリンピックを生かした教育

についてということで質問がございます。 

 それから、その下、山田議員から、歩きスマホの対応についてということ

で、スマートフォンの長時間使用の問題、これについて児童生徒や保護者へ

の注意喚起ということで質問が来ているところでございます。 

 それから、７ページ目になります。10番の林議員のほうから、園庭のある

保育園の整備に向けてということで、保育園の園庭整備、それから代替園庭

等についての質問が来ているところでございます。 

 その次、８ページ目、裏面になります。最後のページですが、こちらの13

番、岩佐議員からは不登校対策についての質問が来てございます。 

 教育関係についての質問は以上でございます。 

 こちらの詳しい質問内容については、まだこちらのほうに来ておりません

ので、内容等はここでご説明することはできませんが、答弁につきまして

も、現在、答弁調整会議等で内容について詰めているところでございます。

こちらの結果につきましては、また改めて定例会の場でご報告させていただ

きたいと思います。 

 最後に、もう１枚の資料、平成28年第４回千代田区議会定例会日程のほう

をごらんいただきたいと思います。本定例会の日程といたしましては、こち

らに記載されているようなところで進めていくという予定でございます。 

 ご説明につきましては以上です。 

中川委員長   ありがとうございます。 

 私が聞き逃したのかもしれないですけども、11番の牛尾議員の多子世帯へ

の支援についてはいかがですか。 

子ども総務課長  すみません。失礼いたしました。11番の牛尾議員のところで、多子世帯へ

の支援ということで、こちら、お子さんが複数いらっしゃる世帯への支援の

拡充についてということで質問があったところでございます。申しわけござ
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いません。こちらのほうのご説明が抜けておりました。 

中川委員長   はい。説明が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたらお願いいた

します。 

 よろしいですか。 

 （な し） 

中川委員長   では、特にないようですので。 

 

◎日程第４ その他 

子ども総務課 

     （１）教育委員会行事予定表 

     （２）広報千代田（12月５日号）掲載事項 

     指導課 

     （１）いじめ、不登校、適応指導教室の利用状況等（平成28年10月） 

     （２）国内都市派遣研修の報告 

 

中川委員長   日程第４、その他に入ります。 

 子ども総務課長より報告をお願いいたします。 

子ども総務課長  それでは、子ども総務課のほうから、その他事項といたしまして、教育委

員会の行事予定、それから広報千代田（12月５日号）の掲載予定、こちらの

ほうの資料をご用意しておりますので、ご確認いただきたいと思います。 

 ご説明につきましては以上です。 

中川委員長   この件に関しましては、よろしいですか。 

 （な し） 

中川委員長   特にないようですので、指導課長より報告をお願いいたします。 

指 導 課 長  それでは、いじめ、不登校、適応指導教室、10月の状況について報告いた

します。 

 まず、いじめについての報告でございます。 

 今月は11件の報告となっています。小学校が10件、中学校が１件でござい

ます。うち小学校４年生の２件、小学校５年生の１件、小学校６年生の１件

が、今月新たに報告された案件でございます。小学校６年生以外の案件は、

被害児童からの訴えで明らかになりました。 

 小学校４年生の件でございますが、関係児童を呼びまして、スクールカウ

ンセラー同席の上、話し合いを行って、解決に向けて今取り組んでいる最中

でございます。小学校４年生のもう１件では、すぐに関係児童に聞き取りを

行いまして、加害児童本人もいじめを認めまして、担任より指導を行いまし

た。 

 小学校５年生の案件につきましては、本人と担任が小まめに話をしなが

ら、近況を聞いたり、気持ちの整理をするようにしております。同時に保護

者にもその都度具体的な対応を連絡させていただいております。 

 最後に、小学校６年生の案件につきましては、いじめの実態をスクールラ
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イフサポーターが気づきまして、担任に報告したことから明らかになりまし

た。すぐに担任が間に入り、加害児童から被害児童への謝罪を行っておりま

す。その後、遅刻がふえているような状況もございまして、保護者に対して

スクールカウンセラーが定期的に面談を行い、改善の方法を探っておる状況

でございます。 

 続いて、不登校についての報告でございます。 

 今月は、前月より、中学校で５名ふえ、合計29件の報告でございます。内

訳は、小学校５件、中学校、中等教育学校前期課程で22件、後期課程で２件

となっております。中学校では、１名が学校復帰を果たすことができまし

た。 

 最後に、適応指導教室の利用者でございます。 

 今月の利用者は、前月と変化はありませんでした。中学２年生の女子生徒

が、体験入室のままとなっておりましたが、11月１日付で正式入室となって

おりますので、次回から正式入室として報告をいたします。 

 最後に、福島県等の原発の影響により避難をされている方々へのいじめ等

の事件が報道されていることも含めまして、本区におきましても、避難をさ

れている児童生徒がおりますので、そうしたことを含めまして、引き続き適

切な調査、そして、学校への指導を進めてまいりたいと考えております。 

 報告は以上です。 

中川委員長   はい、ありがとうございました。 

 ご報告が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたら。 

 金丸委員。 

金 丸 委 員  今までのこのご報告に比べて、いじめの今月の増加件数、並びに不登校の

増加件数というのはちょっと多くなっているように見えるんですけど、これ

は何か原因があるんでしょうか。 

指 導 課 長  今ご報告させていただいたところでは、特に中学校がふえてございます。

この中学校に関しましても、今、３校ございますが、具体的には、九段中等

さんが増加傾向で、現在その原因等を分析しながら対応を進めてまいりたい

と考えております。 

中川委員長   はい、金丸委員。 

金 丸 委 員  先ほどのご報告によると、いじめについて、４年生、５年生、６年生につ

いて、それぞれに端緒がどこだったかということと、それに対する対応のお

話があったので、実は、うち解決数というのが出るんじゃないかと思ったん

ですが、それが出ていないのはどうしてでしょうか。 

指 導 課 長  今現在、対応方法を模索しており、まだ解決に至っておりませんので、教

育委員会として適切な指導を与えながら、早期解決に向けて対応を今後も進

めてまいります。 

金 丸 委 員  ありがとうございます。 

中川委員長   そのほかにはいかがですか。 

 金丸委員。 
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金 丸 委 員  あと、もう１点だけ。前からあったので、今さらという感じがするんです

けれども。不登校者数が、今28名ですよね。適応指導教室の利用者が８名と

いうことは、20名が、全く学校もしくは学校に類するところにも行っていな

いで家にいるという状況だというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

指 導 課 長  はい。多くの生徒は家にいる状況でございます。ただ、この中の数名は、

心因的な要因によって、通院をしたり、治療をしたりしている生徒も含まれ

ておりますので、そういったことも含めまして、先ほど申しましたように、

この原因をしっかりと究明しながら、適切な指導を教育委員会からも各学校

に与え、復帰に向けて指導をしてまいりたいと考えております。 

金 丸 委 員  ありがとうございます。 

中川委員長   ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 （な し） 

中川委員長   では、次に、国内都市派遣研修の報告ということで、お願いいたします。 

指 導 課 長  国内都市派遣研修についてご報告申し上げます。 

 次期学習指導要領の改訂で、小学校英語教育の充実が図られることになっ

ておりますが、本区の円滑かつ効果的な導入の参考とするために、先進的な

取り組みを行っている大阪府の松原市教育委員会及びその管理下にあります

２つの小学校を、２名の指導主事が視察してまいりましたので、その概要を

報告させていただきます。 

 この地域は、大阪府教育委員会の委嘱を受けまして、英語教育推進事業を

展開しており、特に短時間の授業展開を行うモジュール授業について実践研

究を重ねていることで有名で、本区としても大いに参考にできるものだと考

え、視察を行っております。 

 また、ほかにもこの市内の15の小学校は、小学校英語指導協力員等を導入

し、市が６名専属雇用をしまして、各校を巡回するシステムや過去５年間に

及ぶ取り組みの教材を初めとする成果を検証することができました。今後の

千代田区の小学校英語教育に、ぜひこの研修の成果を生かしてまいりたいと

考えております。 

 具体的な内容につきましては、資料をごらんいただければと思います。 

 報告は以上でございます。 

中川委員長   はい。ありがとうございます。 

 では、この件に関しまして、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 

 金丸委員。 

金 丸 委 員  まず、この松原市の小学校の数というのは、何校ぐらいあるんでしょう

か。 

指 導 課 長  はい。全15校、市内にございます。ちなみに、中学校は７校ございます。 

中川委員長   よろしいですか。 

 じゃあ、古川委員、何か。 

古 川 委 員  小学校英語指導協力員というのは、どういった方がなられているのか。北



 - 10 - 

小学校の英語指導協力員の方は、フィジー出身となっていて、外国の方のよ

うですが、ＡＬＴの先生とどういう違いがあるんでしょうか。 

統括指導主事  この英語指導協力員という方は、地域の英語が話せる方ということで、別

に英語を母語、ネイティブスピーカーというわけではありません。地元の、

例えば地域で日本人の方とご結婚されて、地域に住まわれている外国の方々

が、国籍にかかわらず、協力員という形で授業を一緒に行っているというこ

とでした。 

中川委員長   はい、金丸委員。 

金 丸 委 員  もう一つの質問、ＡＬＴとどこが違うんですかという質問がありました

ね。 

統括指導主事  そこに厳然とした大きな差はないんだろうというふうに思うんですが、こ

の英語指導協力員の方は、当然日本語もお話になれて、日々の授業に参加さ

れる方という形のようです。 

 ＡＬＴの方は、まさに英語を母語として、第一言語として普通に流暢にお

話になる。しかし、いろんな制約の中で、６年生対象でも月に一度ぐらいの

訪問で行っているということでした。 

古 川 委 員  授業の進め方として、ＡＬＴの先生より英語指導協力員の先生に入ってい

ただいたほうが進めやすいとか、そういう差はあるんでしょうか。ＡＬＴの

先生もふやしたいけども制約があって、１名だけだったのか。 

統括指導主事  そうですね。ここのところについては、メインではなかったので、詳細を

伺ったわけではなかったんですが、この指導協力員の方々が、いずれにしろ

非常に長い期間をここで働いているということはおっしゃっていました。そ

こで、最初はそうやって教育に余りなれていなかった先生方も、学校のやり

方になれて、そして教えていくことにも大変たけてくるというんでしょうか

ね、上手になってきたというようなお話をいただきました。ただ、もちろん

ふやせるなら、ＡＬＴ、つまり英語を流暢にしゃべって、コミュニケーショ

ンとかそうした発音のモデルとかいったところでも、非常にお上手なＡＬＴ

の先生が来ていただけるなら、もっとふやしたいけれども、この地区では、

長く協力してくださっている英語指導協力員の方が、そうやって力をつけて

きてくださっているので、そこでうまくいっていますというような報告はい

ただきました。 

古 川 委 員  わかりました。ありがとうございます。 

中川委員長   金丸委員。 

金 丸 委 員  先ほどのお話ですと、小学校が15校で、中学校が７校という状況の中で、

ＡＬＴは１名しかいなくて、全小学校の６年生を対象に月１回ということに

なりますと、中学校にはＡＬＴの方は行かないんですか。 

統括指導主事  すみません。中学校のほうは今回は視察の対象ではなかったので、中学校

のＡＬＴの配置状況を伺っておりません。 

金 丸 委 員  それは小学校のＡＬＴがという。 

統括指導主事  そうですね。 
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中川委員長   そうすると、今、地域の英語を話せる人ということでお願いしている、専

属雇用したということで。日本人と結婚していらっしゃる外国人なんです

か。 

統括指導主事  そうですね。そうした地域に長く住んでいらっしゃる、そして英語も話す

ことができる外国人の方というふうにお伺いしています。 

中川委員長   そうですか。 

金 丸 委 員  ということは、英語が流暢に話せる日本人は対象にはなっていないという

ことですね。 

統括指導主事  そのとおりですね。 

中川委員長   そうですね。わかりました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

教 育 長  １つだけ、すみません。学習指導要領改訂の中での、外国語教育の課題と

いうのは、１つは、授業時間数がふえることによって、その時間をどういう

ふうにつくり出すかということで、１つの例として、こういうふうに、モジ

ュール授業が先進的に行われている。もう一つの課題は、小学校で英語を教

えるのに、中学校と違って、今のままでは、英語の専科の先生がおかれるわ

けではない中で、どういうふうに小学校での英語教育に対応していくかとい

うこと。 

 これから千代田区でも検討していくことになりますが、この松原市の視察

を踏まえて、千代田区に導入するに当たって、何か参考になるところがあれ

ば、ご報告願いたいです。 

統括指導主事  今、教育長がおっしゃったように、先日、８月26日でしたか、次期学習指

導要領等に関する審議のまとめが出されましたが、その中で、小学校の英語

も含めて、小学校で一番大きな課題となっているのが、時数をどうつくり出

すか、つまり今までマックスと言われた週28時間に加えて、高学年の外国語

活動が週１から、教科としての英語ということで、週２になるというような

方向が示されましたが、それをどう入れていくのかということが１つの大き

な課題でした。 

 それに当たって、例えば60分授業とか土曜日の活用、つまり土曜授業をふ

やすこととか、長期休業を短くすることとか、いろんな方策が示されている

のですが、その中の１つの選択肢が、モジュール授業、短時間授業というこ

とですが、15分を週の中で３回やることによって、45分授業の１単位をつく

り出すというようなことでした。 

 この松原市は、そうした先進的な取り組みの中で、よい教材の開発に協力

して、そしてその15分授業をやっているという意味でも非常に最先端な地区

でございました。そういったところで、実際に何年間かこのモジュール授業

を実施すると、どのような課題があって、どういったところに子どもの力が

ついていくのか、また、教育課程上の位置づけはどうしていくことが可能な

のかという１つの選択肢ということで、視察してまいりましたが、その結

果、本区としてもこのモジュール授業も１つの大きな選択肢ではあるだろう
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と、全く不可能ではないなということを、見て思ったところです。 

 また、教育長が先ほどおっしゃったように、前の学習指導要領が入ったと

きから、小学校の教員は、英語免許を持っていないのに英語を教えなくては

いけないというところに大きな課題があったのですが、これもよい教材があ

れば、それを乗り越えられるのではないかというふうに思っているところで

す。つまり、このモジュール授業を実施するに当たっても、そのモジュール

を行うためのよい教材が必要だと思っていたところ、ここで使われている、

開発されたDreamという教材を、実際の授業の場で使われている様子を見る

と、子どもたちが非常に楽しく生き生きとやって、また、先生たちも、日本

語を使いながらも、負担なくやっていくことができるというところを見て、

これも１つの可能性があるなというふうに思ったところです。 

 それから、大きな課題の３つ目として、実は文字の扱いということが大き

く挙がりました。つまり小学校の高学年になると、聞く、話すだけではな

く、やはり記憶の手がかりとしては文字が欲しいということです。そういっ

たことで、書くとか読むとか、そういう活動が中学校への接続には必要なの

ではないかということが非常に大きな鍵になりまして、今回、教科化という

形で文字の扱いが入ってきたのですが、やはり先ほど申し上げましたような

教材もうまく活用していくことによって、文字の扱いも楽しく、子どもたち

の発達段階に合わせて入れ込むことができるなというふうな感触を得たとい

うふうには思っています。 

中川委員長   ２つ伺いたいんですが、このDreamというのは誰が開発したのかというこ

とと、それから、市教委がこれを進めていったと思うんですけど、何のため

にどのように取り組むのかということを初めに説明することが大事だったと

いうんですが、それはどういうふうに説明したのかということ。聞いていら

っしゃいましたでしょうか。 

統括指導主事  はい。まず、このDreamというのは、大阪府教育委員会が、大手英語教材

会社と一緒に、この15分で実際にやっていく授業ということで、開発したも

のです。 

 それから、この実施に当たって、何が大事かというのは、ただ、やりなさ

いということではなくて、これが国全体の流れの中で、子どもたちにどうい

う力をつけるために、どのようにやっていくかということで、市教委が中心

となって、全教員が聞くことができるような研修を複数回設定して、それを

丁寧に説明することによって、これが動き始めたというような説明を受けて

おります。 

中川委員長   具体的にはどんな力がつくかということはどういうふうに説明しているん

ですか。 

統括指導主事  すみません。ここのところで、私どもが説明を受けたのは、ただ、やれと

いうことではなくて、具体的な目的とかそういったものを知らせていくこと

によって、教員の先生方は一生懸命取り組みましたよということで、目的を

丁寧に知らせる、それも全員に知らせるということが大事だということでし
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たので、そのように書きましたが、何を具体的にどのように説明したかとい

う、その詳細についてのご説明をいただいたわけではないので、ちょっと、

そこについてはわからないです。 

中川委員長   ほかはいかがでしょうか。 

 今いろいろ検討中だと思うんですけど、メリットとデメリットを明確に

し、備えていく必要があるというんですが、そこのところはいつぐらいに出

てくるんでしょうか。 

統括指導主事  はい。このモジュール教材も選択肢ですし、当然ですが、国のほうは、こ

うした短時間授業というよりは、週２回の45分間授業で使えるような教材も

含めて、さまざまな教材を、これから29年度、準備していくということを聞

いております。ですので、そういったものも見ながら、29年度の早い段階

で、これは方向性を定めて、そしてそれを周知した上で進めていく必要があ

るというふうに考えております。 

中川委員長   金丸委員。 

金 丸 委 員  視察をしていただいて、もちろん検討はまだ終わっていないということは

わかっての質問なんですけれども、このDreamを使ったモジュール授業をご

らんになって、デメリットとしてはこんなこともあるというのを感じられた

部分はあるんでしょうか。 

統括指導主事  はい。正直に申し上げると、今の段階でデメリットは何もないというふう

に思っておりますが、デメリットになり得ると考えているのは、これから、

実は５、６年生の英語、教科としての英語の内容は、今少しずつ評価規準そ

の他もろもろが固まってきてはいるのですけれども、内容がまだ固まってい

ないところで、それを国から出てきたものと、Dreamでつく力というもの

が、まずぴったり合うのかということと、それから、さまざま国が出してく

る教材、教科書も、当然教科ですからつくられると思われますけど、そのつ

くられた教科書の指導計画と、せっかくでき上がってきているDreamの指導

計画と、そこら辺がぴったり合うか、または合わせていくための指導計画づ

くりというところが、新しく大きな乗り越えるべき課題になるだろうという

ふうには思いました。 

金 丸 委 員  ということは、要するに、授業としては、これはデメリットはないけれど

も、国から次に出てくる指導計画とか指導内容によって、Dreamのつくって

いるシステムというか、内容が一致するかどうかということについては、ま

だ検討ができないというところがペンディングのものだと、こういう理解で

いいんですかね。 

統括指導主事  はい。そのとおりです。ですので、その国のものが出てきたところで、今

持っている指導計画なりそういったものをすり合わせるという、もう一回そ

うした作業が大阪府では必要になるだろうというふうに思います。 

中川委員長   では、同じく次に行きたいと思います。 

 その他報告事項をお願いいたします。 

学 務 課 長  委員の皆様の席上に、九段小学校・幼稚園の通学路図というものをお配り
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させていただいております。 

 そちらをごらんになって、ご報告させていただきたいと思います。 

 九段小学校の校舎改築、仮校舎への移転に伴う通学路につきましては、安

全を第一に優先して指定をしているところでございますけども、実際に運用

してみますと、特定の時間、児童の登下校が集中することから、特に靖国通

りの歩道や交差点の混雑が避けられず、通行人から苦情が学校や教育委員会

に寄せられてございます。 

 また、保護者もこの点について不安の声が上がってございまして、このた

び九段小学校と私どもで協議をさせていただいた結果、靖国神社境内、特に

外苑参道部分の利用について何とかならないかということで、教育委員会の

ほうで、靖国神社のほうに申し入れをしました。結果、靖国神社境内の通行

につきまして承諾が得られ、なおかつ麹町警察署のほうにも届け出を出しま

したところから、11月14日、月曜日から靖国神社境内の外苑部分を通学路と

して利用させていただいております。資料の地図にございます黄色い線、再

追加というふうになっているところでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

中川委員長   はい、ありがとうございました。 

 いかがですか。 

 ここが通れれば、狭い道が通りやすくなります。靖国通りのところ、大変

ですよね。先生方が、いつも自転車で回っていらっしゃるから、ご苦労だな

と思います。 

 この件に関しては、よろしいですか。 

 （な し） 

中川委員長   それでは、次に、教育委員のほうから何かありましたら、お願いいたしま

す。よろしいですか。 

 （な し） 

中川委員長   では、特にないようですので、以上をもって本日の定例会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 


